
売
店
に
依
頼　

②
同
じ
製
品
に

買
い
替
え
を
す
る
場
合
は
、こ
れ

か
ら
購
入
す
る
家
電
小
売
店
に

依
頼　

③
①
②
以
外
の
場
合
は
、

メ
ー
カ
ー
指
定
の
引
き
取
り
場

所
に
直
接
持
ち
込
み
。ま
た
は
、

市
が
許
可
し
た
一
般
廃
棄
物
処

理
業
者
に
運
搬
を
依
頼
。

　

※

廃
棄
に
は
リ
サ
イ
ク
ル
料

金
が
か
か
り
ま
す
。

　

※

特
定
家
庭
用
機
器
の
処
分

方
法
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

適
正
処
理
困
難
物
に
も
追
加
指
定

　

市
で
は
、
家
庭
か
ら
排
出
さ

れ
る
廃
棄
物
の
中
で
、
有
害
性

や
危
険
性
が
あ
る
も
の
や
、
適

正
な
処
理
が
困
難
な
も
の
を
適

正
処
理
困
難
物
と
し
て
指
定
し

て
い
ま
す
。４
月
１
日
か
ら
、液

晶
テ
レ
ビ
・
プ
ラ
ズ
マ
テ
レ
ビ
・

衣
類
乾
燥
機
が
特
定
家
庭
用
機

器
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
こ
れ
ら
３
品
目
を
適
正
処

理
困
難
物
に
も
追
加
指
定
し
ま

す
。

　

適
正
処
理
困
難
物
は
市
で
収

集
を
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
処
分

の
際
は
、
購
入
店
や
メ
ー
カ
ー

な
ど
に
廃
棄
方
法
等
に
つ
い
て

相
談
す
る
か
、
廃
棄
物
処
理
専

門
業
者
に
適
正
な
処
分
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。い
ず
れ
の
場

合
も
、
処
分
費
用
は
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。

　

問　

資
源
対
策
課
（
☎
235
・

４
９
２
３
）。

　
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
は
、

在
学
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険

料
を
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納

付
で
き
る
制
度
で
す
。保
険
料

の
未
納
が
あ
る
と
、
障
害
基
礎

年
金
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
同
制

度
の
承
認
を
受
け
て
い
れ
ば
、

未
納
扱
い
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

保
険
受
給
者
証
等
の
写
し
。

　

問　

厚
木
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
課
（
☎
223
・
９
０
８

２
）、
保
険
年
金
課（
☎
235
・
４

５
９
６
）。

　

市
で
は
、
４
月
１
日
水
か

ら
、
平
成
21
年
度
分
の
福
祉
タ

ク
シ
ー
券（
１
枚
500
円
、１
カ
月

７
枚
単
位
で
年
度
分
＝
申
請
月

以
降
分
）を
交
付
し
ま
す
。

　

▽
対
象　

在
宅
で
、①
身
体

障
が
い
者
手
帳
を
所
持
し
、
下

肢
・
体
幹
・
視
覚
の
障
が
い
程

度
が
１
・
２
級
ま
た
は
上
肢
・

内
部
の
障
が
い
程
度
が
１
級
の

方　

②
療
育
手
帳
の
Ａ
１
・
Ａ

２
を
所
持
ま
た
は
児
童
相
談

所
・
更
生
相
談
所
で
Ｉ
Ｑ
35
以

下
と
判
定
さ
れ
た
方　

③
精
神

障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
の

１
・
２
級
を
所
持
し
て
い
る
方

　

 

④
特
定
疾
患
治
療
研
究
事

業
実
施
要
綱
に
よ
る
対
象
疾
患

　
〈
７
面
上
に
続
く
〉

　　
　

　

市
で
は
、
悪
化
す
る
経
済
情

勢
へ
の
対
策
と
し
て
、
市
内
中

小
企
業
者
の
安
定
し
た
経
営
を

支
援
す
る
た
め
の
緊
急
経
済
対

策
を
実
施
し
ま
す
。　

　

※

補
助
対
象
と
な
る
融
資
に

つ
い
て
は
、
商
工
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
中
小
企
業
信
用
保
証
料
補
助

額
上
限
を
50
万
円
に
引
き
上
げ

　

中
小
企
業
者
が
金
融
機
関
か

ら
事
業
資
金
を
借
り
入
れ
る

際
、
神
奈
川
県
信
用
保
証
協
会

に
支
払
う
信
用
保
証
料
を
補
助

す
る
制
度
を
設
け
て
お
り
、
今

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
22
年
３

月
31
日
ま
で
、
補
助
限
度
額
を

こ
れ
ま
で
の
30
万
円
か
ら
50
万

円
に
引
き
上
げ
ま
す
。

　

▽
対
象　

市
内
で
商
工
業
を

営
む
中
小
企
業
者
で
、
市
中
小

企
業
事
業
資
金
を
利
用
し
た

方
。ま
た
は
、県
中
小
企
業
制
度

融
資
の
経
営
安
定
資
金
（
売
上

減
少
等
）を
利
用
し
た
方
で
、今

年
４
月
１
日
か
ら
22
年
３
月
31

日
ま
で
に
融
資
を
受
け
た
方　

▽
補
助
額　

神
奈
川
県
信
用
保

証
協
会
に
払
い
込
ん
だ
保
証
料

の
全
額（
限
度
額
50
万
円
）。

②
市
中
小
企
業
事
業
資
金
融
資

制
度
の
貸
付
利
率
を
引
き
下
げ

　

経
営
安
定
融
資
資
金
の
う

ち
、
中
小
企
業
支
援
資
金
を
1.8

％
か
ら
1.1
％
（
小
口
資
金
は
1.4

％
か
ら
1.1
％
）に
、景
気
対
策
特

別
資
金
を
1.4
％
か
ら
1.1
％
に
そ

れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
ま
す
（
表

１
）。

③
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資

金
融
資（
マ
ル
経
融
資
）を
利
子

補
給
の
対
象
に
追
加

　

市
中
小
企
業
事
業
資
金
融
資

制
度
と
県
経
営
安
定
融
資
制
度

（
売
上
減
少
等
）を
利
用
し
て
い

る
中
小
企
業
者
に
、
金
融
機
関

へ
支
払
っ
た
利
子
の
一
部
を
補

助
し
て
い
ま
す
が
、
小
規
模
事

業
者
経
営
改
善
資
金
融
資
（
マ

ル
経
融
資
）
も
利
子
補
給
の
対

象
に
追
加
し
ま
す（
表
２
）。

　

問　

商
工
課
（
☎
235
・
４
８

４
３
）。

　

市
で
は
、「
統
計
え
び
な
平
成

20
年
版
」を
刊
行
し
ま
し
た
。本

書
は
、
市
の
人
口
・
産
業
・
社

会
な
ど
各
分
野
に
わ
た
る
基
本

的
な
統
計
資
料
を
収
録
し
、
市

勢
の
推
移
・
発
展
な
ど
を
紹
介

し
た
も
の
で
す
。

　

▽
販
売
場
所　

市
役
所
地
下

売
店　

▽
価
格　

600
円
。

　

※

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲

覧
お
よ
び
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

　

問　

行
政
経
営
課
（
☎
235
・

４
６
９
８
）。

　
「
安
全
は 

心
と
時
間
の 

ゆ

と
り
か
ら
」「
新
入
学
児
・
園
児

を
交
通
事
故
か
ら
守
ろ
う
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、『
子
供
と

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
』
を

運
動
の
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、①
す
べ
て
の
座
席

の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
の
着
用
の
徹
底　

②

自
転
車
と
二
輪
車
の
安
全
利
用

の
推
進　

③
飲
酒
運
転
の
根
絶

を
運
動
の
重
点
項
目
と
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
４
月
10
日
金
は
「
交

通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」

と
し
て
、
交
通
事
故
防
止
に
向

け
て
全
国
運
動
で
実
施
し
ま

す
。

　

一
人
一
人
が
交
通
ル
ー
ル
を

守
り
、
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
を

実
践
し
て
、
交
通
事
故
防
止
に

努
め
ま
し
ょ
う
。　　
　
　
　

　

※

毎
月
１
日
は
「
市
民
交
通

安
全
の
日
」、
15
日
は「
高
齢
者

交
通
安
全
の
日
」で
す
。

　

問　

市
民
安
全
課
（
☎
235
・

４
７
８
９
）。

　

市
で
は
４
月
か
ら
、
海
老
名

運
動
公
園
北
側
の
臨
時
駐
車
場

を
移
設
し
ま
す
。

　

▽
移
設
先　

現
在
建
設
中
の

さ
が
み
縦
貫
道
路
高
架
下
。

　

※

利
用
時
間
・
駐
車
台
数
は

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

問　

公
園
緑
地
課
（
☎
235
・

９
４
８
８
）。

　

市
で
は
、史
跡
国
分
寺
跡（
国

分
南
１

－
１
９
１
２

－

２
）
を

新
た
に
広
域
避
難
場
所
に
指
定

し
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
住
民
は
原
則
と

し
て
、
国
分
南
一
丁
目
〜
四
丁

目
、中
央
一
・
二
丁
目
、勝
瀬（
非

住
居
表
示
地
区
）で
す
。

　

問　

企
画
政
策
課（
☎
235･

４

７
９
０
）。

　

市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
大

谷
・
南
部
ル
ー
ト
で
は
、
保
健

相
談
セ
ン
タ
ー
前
の
工
事
に
よ

る
通
行
止
め
に
伴
い
、「
保
健
相

談
セ
ン
タ
ー
」
バ
ス
停
を
一
時

移
設
し
て
い
ま
し
た
が
、
４
月

１
日
水
か
ら
、
運
行
ル
ー
ト
と

バ
ス
停
の
位
置
を
元
に
戻
し
ま

す
。ご
利
用
の
際
は
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

問　

駅
周
辺
対
策
課（
☎
235
・

９
６
７
６
）。

　

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化

法
（
通
称
「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル

法
」＝
平
成
13
年
４
月
１
日
施

行
）
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴

い
、４
月
１
日
か
ら
、液
晶
テ
レ

ビ
・
プ
ラ
ズ
マ
テ
レ
ビ
・
衣
類

乾
燥
機
が
、
特
定
家
庭
用
機
器

に
追
加
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
製
品
を
廃
棄
す
る

場
合
は
、
次
の
方
法
に
よ
り
引

き
取
り
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い

（
市
で
は
引
き
取
り
を
行
っ
て

い
ま
せ
ん
）。

　

①
過
去
に
購
入
し
た
家
電
小

　

▽
対
象　

大
学
（
大
学
院
）・

短
期
大
学
・
高
等
学
校
・
高
等

専
門
学
校
・
専
修
学
校
・
各
種

学
校
等
（
夜
間
・
定
時
制
課
程

や
通
信
制
課
程
も
含
む
）
に
在

学
す
る
20
歳
以
上
の
学
生
で
、

本
人
の
前
年
の
所
得
が
118
万
円

以
下
の
方　

※

各
種
学
校
の
場

合
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を

受
け
た
修
業
年
限
が
１
年
以
上

の
課
程
に
在
学
し
て
い
る
方　

　

▽
承
認
期
間　

今
年
４
月
〜

平
成
22
年
３
月
。申
請
は
毎
年

度
必
要
で
す
。前
年
度
に
承
認

を
受
け
た
方
も
、
引
き
続
き
学

生
の
場
合
は
再
申
請
を ※

申

請
が
遅
れ
る
と
、
障
害
基
礎
年

金
な
ど
を
受
給
で
き
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す　

▽
追
納　

承
認
期
間
は
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。ま
た
、

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期

間
に
も
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。将

来
受
け
取
る
年
金
額
を
満
額
に

近
づ
け
る
た
め
に
は
、
卒
業
後

10
年
以
内
に
追
納
す
る
こ
と
が

必
要
で
す　

※

承
認
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３
年
目

以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場

合
、
承
認
を
受
け
た
当
時
の
保

険
料
額
に
、
経
過
期
間
に
応
じ

た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す

　

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

（
写
し
可
）・
年
金
手
帳
・
印
鑑

（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不

要
）　※

退
職
・
失
業
後
に
学

生
と
な
っ
た
方
は
、
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇
用

〔表1〕市中小企業事業資金融資制度
利用資格 種類 貸付限度額 貸付利子 貸付期間資金名称

中
小
企
業
事
業
資
金

経
営
安
定
融
資
資
金

支
援
資
金

創
業
等
資
金

中
小
企
業

小
口
資
金

特
別
資
金

景
気
対
策

小
口
資
金

市内で1年以上の営業実績を有する中小企業者
※中小企業者とは、資本金または出資金の
額が3億円（小売業またはサービス業は
5,000万円、卸売業は1億円）以下の法人 、
または常時使用する従業員の数が300人（
小売業は50人、サービス業または卸売業は
100人）以下の法人もしくは個人をいいます

運転
・
設備

84月以内
（据置期間6
カ月以内）

60月以内
（据置期間6
カ月以内）

60月以内

60月以内

84月以内3,000万円
以内 1.1％

1.1％

1.1％

1.1％

1.4％

1,000万円
以内

3,000万円
以内

1,000万円
以内

1,000万円
以内

運転
・
設備

運転
・
設備

中小企業信用保険法第2条第4項に定める
特定中小企業者で、市長の認定を受けた
者

市内で営業実績1年未満の中小企業者、また
は市内での創業予定者（1月以内に事業を開
始または2月以内に新たに会社を設立し事業
を開始する）で具体的な計画を有する者

〔表2〕利子補給金交付対象融資

利用資格 利子補給率
利子補給
限度額 利子補給対象期間

補給対象
借入金の範囲資金名称

取扱
金融機関

中小
企業者等

中小
企業者等

なし なし

なし

なし

取扱金融機関との契約
利率と中小企業者等の
実負担利率との差し引
き利率

金融機関に支払った約
定利子（※1）の50％
以内。ただし、利子補
給額に100円未満の端
数がある場合、端数金
額は切り捨て

市中小企業
事業資金

県経営安定融資
（売上減少・緊急
経済・利益減少）

マル経融資
（※2）

融資した中小企業
者等の返済開始か
ら完了までの期間

約定利子を含め取
扱金融機関に支払
った月を含め24
月以内

100万円
以上
3,000万円
以下

1,000万円
以下

今月の納税・納付
－納期限は4月30日木です－

安全・便利な
　　口座振替のご利用を

◆国民健康保険税（随時）

◆清掃手数料

　（一般家庭=2・3月分
　　　　会社等=3月分）

◆市営住宅使用料（4月）

◆保育所保育料（4月）

●
緊
急
経
済
対
策
を
実
施

　

〜
中
小
企
業
者
の
経
営
を
支
援
〜

●「
統
計
え
び
な
平
成
20
年
版
」を
発
売

●
４
月
６
日
月
〜
15
日
水

　
「
春
の
交
通
安
全
運
動
」を
実
施

●
運
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※小口資金利用の対象は、従業員20人（商業・サービス業は5人）以下の小規模企業者です

※1　当事者の契約によって定められる利子     
※2　商工会議所等で経営指導を受けた中小企業者に、無担保・無保証人で日本政策金融公庫が融資を行う制度

●
国
民
年
金「
学
生
納
付
特
例
制
度
」


